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おはようございます。 

本日､令和７年６月定例会を招集いたしましたところ、

議員各位におかれましては､ご多用にもかかわりませず

ご参会いただき、誠にありがとうございます｡ 

　また平素は、市政の各般にわたりご指導 ､ご尽力を　

賜っておりますことに対しまして、心から厚くお礼を申

し上げます。 

はじめに、永年議員表彰を受賞されました議員各位に

一言お祝いを申し上げます。 

去る４月２３日、徳島市にて開催されました、第８７

回四国市議会議長会定期総会におきまして、小野毅議員

が議員在職２０年以上の特別表彰を、藤本圭議員が正副

議長３年以上の一般表彰を受賞されました。 

また、５月２０日に開催されました、全国市議会議長

会第１０１回定期総会におきまして、久米良久議員、山

崎雅史議員、佐々木志滿子副議長が議員在職２５年以上、

小野毅議員が議員在職２０年以上の特別表彰を、平山正

光議員が議員在職１５年以上の一般表彰を受賞され、先

程、伝達が行われたところでございます。 
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　受賞されました議員各位には、社会・経済各般にわた

って変化の激しい時代の流れを的確に受け止められ、　

市政の進展と住民福祉の向上にご尽力なされました。　

そのご功績をおたたえ申し上げますとともに、長年に　

わたるご労苦に対しまして、心からの敬意を表し、お祝

いの言葉にかえさせていただきます。 

　 

所信を申し述べる前に、ご報告をさせていただきます。 

本市におきましては、５月に入り、窓口担当職員によ

る市税等の収納時における領収印の日付誤りのほか、消

防団員による避難行動要支援者名簿の誤焼却及び修学

旅行時における引率教員による個人情報の紛失という

２件の情報セキュリティインシデント事案が発生しま

した。 

このような事態を重く受け止め、先月３０日に「阿南

市デジタルトランスフォーメンション推進本部会議」を

開催し、情報セキュリティ責任者である全ての部長に対

し、インシデント対応、情報セキュリティ及び個人情報

保護について研修を行うとともに、今後においても、職
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員全員が高い意識を持って情報資産管理に努め、情報の

漏洩防止に向けた業務プロセスの見直し、セキュリティ

対策の強化、そして職員全員の情報セキュリティ研修の

充実に取り組むなど、再発防止に努めてまいります。 

 

それでは、３月定例会以降における重要事案への取組

状況について、ご報告させていただきます。 

最初に、阿南市教育・保育施設整備についてでありま

す。 

令和７年３月に策定しました「阿南市教育・保育施設

整備実施計画」に基づき公立幼稚園及び保育所等の整備

を円滑に推進することを目指し、施設の集約に伴う諸課

題を検討するための「阿南市教育・保育施設整備構想」

推進プロジェクトチームを本年４月に設置いたしまし

た。本プロジェクトチームは、施設整備に関係する各課

職員と幼稚園・保育所現場の意見を収集する部会で、５

月に第１回目の会議を開催いたしたところでございま

す。 

今後は、施設整備実施計画の前期で対象となっており
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ます幼稚園・保育所等を利用している保護者や地域の皆

様を対象に説明の場を設けまして、多くの方からご意見

をいただきながら実施計画を推進してまいります。 

本市の未来を担う子どもたちが、生涯にわたる人間形

成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を

過ごす場である教育・保育施設は、質の確保とともに、

防災の視点を踏まえた安全・安心な保育環境でなければ

なりません。そのためにも、精査を重ねながらスピード

感を持って検討を進めてまいります。 

次に、基金の適切な運用についてでございます。 

本市においては、前市長時代の令和２年度から令和４

年度までの３年間に買い進められた９１．３億円もの

「長期債券」を保有しておりますが、金利上昇に伴いこ

れら債券の時価が下落して発生する損失額、いわゆる

「評価損」が発生しており、その評価損の規模は、令和

７年３月末時点において２１．８億円であったところ、

わずか１か月後の４月末時点には２２．３億円まで拡大

しております。 

このような大変厳しい状況を踏まえ、令和２年度から
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４年度にかけての債券購入に至った事実関係などにつ

いて、調査及び原因究明を行う第三者調査委員会を発足

し、今月末までを目途に「本市の基金運用の在り方」に

ついて答申を頂くこととなっています。 

その答申に先駆けて、市議会でのご論議を踏まえ、　

二度とこのような事態を生じさせないため、また、基金

の効率性の向上や職員の働き方改革に資するため、本年

４月から「阿南市基金の一括運用及び債券の購入管理に

関する要綱」を新たに施行しており、去る４月１６日に

は、私をはじめ、特別職及び関係部課長等で構成する「基

金運用検討会議」を開催したところであります。 

当会議では、要綱第６条に基づき本市では初めてとな

る「令和７年度阿南市基金一括運用対象基金運用方針」

を決定しました。 

具体的には、基金で保有する債券において多額の評価

損が発生していることから、元本割れを回避するため、

現状の全債券を引き続き保有する方針としております。 

また、預金の運用につきましては、各基金の目的達成

のために、必要とする資金の取崩しに即して支障が生じ
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ないよう配慮し、その上で、指定金融機関をはじめとす

る地元金融機関に対し、定期預金や普通預金を適切に組

み合わせて運用をすることとしており、本年度はこの方

針に沿った基金の運用を実施いたします。 

今後、先ずはこの新要綱のもと、効率的な基金の運用

を図るとともに、今後予定される第三者調査委員会の答

申内容を速やかに反映することにより、持続可能な行財

政運営に向けて取り組んでまいります。 

次に、新図書館の整備でございます。 

新図書館は、昨年度末に策定しました「阿南中央図書

館（仮称）整備計画」に基づき、図書館機能の充実や複

合機能を設けることにより、誰もが気軽に立ち寄り、思

い思いに豊かな時間を過ごすことができる、居心地の良

い空間を提供するとともに、人々の出会いを創出する交

流の拠点となる施設を目指しております。 

新図書館の工事設計業務を委託するにあたりまして

は、設計者の技術力、提案力等を審査し、当該設計業務

に最も適する設計者を選定するため、公募型プロポーザ

ル方式によるものとし、現在、参加いただける設計者の
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募集を行っているところでございます。 

今後、プロポーザル参加者からの提案等を厳正に審査

し、本年８月中の契約締結を目指し、選定を行いたいと

考えております。本市の人口規模に応じた、よりコンパ

クトな構成とすることや財源の確保も十分に精査しな

がら、市民のニーズにしっかりと対応する機能を備えた、

新時代にふさわしい図書館となるよう、鋭意取り組んで

まいります。 

次に、行財政改革の取組についてであります。 

本市におきましては、本年３月末に「阿南市『新行財

政改革』推進プラン 2025▶ 2028」を策定し、令和７年度

を「阿南市総合計画 2025▶ 2028」と「新改革プラン」の

一体的推進元年とし、不断の行財政改革を通じて総合計

画を推し進めてまいります。 

具体的には、「人口減少時代を見据えた職員数」「会議

体の統合数」「当初予算編成における財政調整基金の取

崩し額」「実質公債費比率」「公共施設の総延床縮小化」

「オンライン申請可能手続数」「民間提案制度による公

民連携事業数」を、新たに７つの数値目標として掲げる
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などその実現に向け、特別職と幹部職員で組織する「阿

南市行財政改革推進本部会議」を去る４月１５日に開催

し、各部局における取組を開始したところであります。 

特に、「新改革プラン」の７５ある重点項目のうち、「人

口規模に応じた公共施設の再編・最適化」を最重要テー

マに掲げ、各施設の課題を抽出する作業を進めています。 

また、新たな発想とエネルギーを市政運営に取り入れ

るべく、将来を担う若手職員を中心とした「令和７年度

阿南市行財政改革プロジェクトチーム」を本年４月に立

ち上げ、最重要テーマである「公共施設の在り方」を検

討しているほか、若手ならではの視点で行財政改革を推

進するべく、ＡＩの利活用や窓口対応時間の検討など、

様々な案を検討しています。 

私もこのプロジェクトチームの皆さんとランチミー

ティングで意見交換をしたり、会議にオブザーバーとし

て参加をしたりしておりまして、若手職員が活発に意見

交換をする姿に手応えを感じており、今後も全庁一丸と

なって行財政改革を推進してまいります。 

続きまして、提出議案の説明に先立ち、市政の重要　
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課題及び施策につきまして、新総合計画の６本柱に沿っ

てご報告申し上げ、議員各位並びに市民の皆様のご理解

を賜りたいと存じます。 

　最初に 1 つ目の柱「災害に強く、安全・安心な阿南」

の創生につきまして、先ず阿南インターチェンジ周辺ま

ちづくり検討業務についてであります。 

阿南インターチェンジから小松島南インターチェン

ジの本年度中開通を控え、物流機能の向上や観光振興が

期待される中、今後の阿南インターチェンジ周辺の土地

利用については、本市のみならず、県南の都市づくりに

おいても更なる期待が寄せられております。 

　阿南インターチェンジ周辺におけるまちづくりの検

討に当たっては、農地法等の様々な規制や、一つの手法

として考えられる都市計画における市街化区域と市街

化調整区域との区分を定める区域区分、いわゆる線引き

制度を廃止した場合の効果や影響などについて関係部

署が集まり、それぞれの立場から意見を出し合い、議論

を行う必要があることから、本年５月１日、新たにプロ

ジェクトチームを立ち上げ、これまでに２回会議を開催



10 

したところであります。 

この度、チーム会議において出された、「今後のまち

づくりを考えた場合、まちづくりの専門家である技術コ

ンサルタントに委託し、専門的知見を生かすべき」との

意見を早速反映し、阿南インターチェンジ周辺のまちづ

くりに関する議論を深めるため、今議会に提案しており

ます令和７年度一般会計補正予算（第１号）に業務委託

を計上させていただいております。 

次に、地域公共交通についてであります。 

地域公共交通は、日常生活に必要不可欠である一方、

利用者の減少や運転手不足の深刻化等により、交通事業

者を取り巻く環境は非常に厳しいものとなっておりま

す。 

このような状況の中、国におきましては、昨年７月に

｢交通空白解消本部｣を立ち上げ、１１月には｢交通空白

解消･官民連携プラットフォーム｣を設置し、令和７年度

から令和９年度までの３か年を｢交通空白解消･集中対

策期間｣として全国の交通空白地域の解消に向けた取組

を強化する方針が示されました。 
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本市といたしましては、この国の動きに協調し、地域

公共交通の課題を解決するべく、当プラットフォームに

参画するとともに、集中対策期間のために設けられた

「交通空白解消緊急対策事業」を活用し、地域公共交通

の再編計画の策定に取り組むことといたしました。 

具体的には、交通分析の専門業者に業務委託し、交通

空白地域を含めた市域全体を対象に、人流データや各交

通施策の実施結果等の分析や、課題の解決を前提に市内

各地域の特性に合った交通モードの検討を行うととも

に、交通空白解消に向けた計画を策定するものでありま

す。 

策定にあたっては、「阿南市地域公共交通計画」との

整合を図りながら、本市の地域公共交通を再構築し、本

市にふさわしい持続可能な地域公共交通ネットワーク

の構築を目指してまいります。 

次に、２つ目の柱「地域産業が伸びゆく阿南」の創生

につきまして、本市における「徳島バッテリーバレイ構

想」の推進についてであります。 

グローバル時代における地域間競争を勝ち抜き、「県
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南の中核都市・阿南」を未来に引き継いでいくためには、

地域経済を牽引する企業の成長や新たな産業の創出が

重要であります。 

本市は、２０５０年に世界市場が約１００兆円規模に

成長すると見込まれている蓄電池関連産業の集積を目

指す「徳島県バッテリーバレイ構想」の実現を新産業推

進戦略の柱とし、本年度から、新たな組織体制の下、「生

産性向上」「新事業展開・誘致促進」「人材育成・確保」

「情報発信・普及拡大」の４つのテーマに関連づけた各

種施策を重点的に展開してまいります。 

その第一歩として、蓄電池関連企業の皆様との“顔の

見える関係”を構築するため、本年４月に、担当部署の

職員が市内に立地する５社を訪問し、サプライチェーン

の状況や今後の展望など、バッテリーバレイ構想に寄せ

る期待やその実現に向けた課題等について意見交換を

させていただいたところでございます。 

また、企業誘致の重要なテーマである「産業用地の確

保」については、本市が所有する一定規模以上の未利用

不動産をはじめ、「企業誘致連携協定」に基づき、市内
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金融機関から提供された売却可能な土地に関する情報

を随時、県に報告し、徳島への事業展開に意欲的な企業

とのマッチングに向けた連携を図っているほか、今後は

新たに「地域未来投資促進法」を活用した産業用地開発

の先進事例を学ぶ視察研修を計画し、本市における内陸

型物流工業団地の開発に向けた検討を進めてまいりま

す。 

さらに、施策の柱の一つである「人材の育成」の取組

については、市内の小中学校における理科学習及び社会

科見学等の充実を図るための取組に対して支援を行い、

児童生徒の学習への興味・関心を高めるとともに、本市

の発展を支えてきた地域産業や地元企業の魅力を知る

きっかけを創出することで、「ふるさと阿南」への理解

と誇りや愛着を醸成していきたいと考えております。 

また、本市には、県内自治体では唯一「科学センター」

を有していることなど、他の自治体にはない学習環境の

「強み」を生かしつつ、本年４月１３日から開催されて

いる「大阪・関西万博」を、先端技術などの世界の英知

を集めた新たなアイディアに触れることができ、理学や
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工学を含めた様々な学術への興味・関心を高める絶好の

機会と捉え、本市の子どもたちに入場チケット代を補助

することで、持続可能な本市の未来社会を牽引する次世

代の理工系人材の育成に取り組んでまいります。 

加えて、企業誘致パンフレットの作成や企業誘致活動

なども展開し、企業の成長や新たな産業の創出を加速さ

せてまいります。 

次に、大阪・関西万博での観光ＰＲについてでありま

す。 

大阪の夢洲で開催されております大阪・関西万博は、

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、世

界１５８の国、地域が参加し、社会課題解決に向けた次

世代技術や、それぞれの国、地域が持つ伝統、文化など

を紹介しており、連日多くの来場者で賑わっております。 

去る５月３日には、私も万博会場を訪れ、関西パビリ

オンなどを視察いたしました。徳島県ゾーンでは、風土

に根差した文化を現代映像技術で表現した展示などの

ほか、国史跡「若杉山辰砂採掘遺跡」から出土した辰砂

鉱石や石器が紹介されており、本市の貴重な地域資源と
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して改めて誇りを感じたところであります。 

また、会場のＥＸＰＯアリーナなどでは、阿波踊りイ

ベントが開催され、阿南市からも達粋連の皆様が参加さ

れ、息の合った踊りで会場を盛り上げておられました。

フィナーレでは、踊り子や来場者が年齢、人種を問わず、

輪になって踊りを楽しむ様子が印象的で、まさに世界が

一つとなって、万博の理念を体現した瞬間であったと強

く感じたところです。 

阿波踊り会場内に設置された自治体ＰＲブースでは、

本市の観光地や特産品の紹介を行い、多くの来場者に本

市の魅力を直接伝える貴重な機会となりました。 

このように、国内最大規模のビッグイベントである大

阪・関西万博は、本市の観光地、物産、文化、食を国内

外にアピールする絶好のチャンスであり、万博の開催、

そしてその先を見据え、観光資源のブラッシュアップに

努めるとともに、本市が誇る豊かな自然環境や歴史的背

景、文化などをより多くの方々に知っていただけるよう、

今後も観光業界や各種団体と連携協力し、観光プロモー

ションを強化してまいりたいと考えております。 
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次に、３つ目の柱「こどもまんなか笑顔あふれる阿南」

の創生につきまして、はじめにスクールバスの運行等に

ついてでございます。 

令和６年度末をもって、阿南市立椿町中学校が７８年

の歴史に幕を閉じ、椿町中学校の生徒達は、阿南第二中

学校へ通うことになりました。 

そして、本年４月８日、これまでとは違う学校環境に

対する不安と、新たな出会いへの期待を胸に、生徒達の

新学期がスタートし、これに合わせて、本市初のスクー

ルバスも運行を開始し、今日まで、安全・安心に最大限

配慮し、順調に運行しております。 

生徒達は、学校環境の変化に対して、初めのうちは戸

惑いが見られたものの、徐々に馴染み、今では、生徒数

が増えたことにより、新しい友達ができたことを喜んで

いるとの声を聞いております。 

また、閉校となった椿町中学校に関しまして、市民の

皆様の心と記憶に残るイベントとして、４月２３日から

５月２１日にかけて、市役所２階の市民交流ロビーで教

室をイメージした企画展を開催したところ、多くの方々
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にご来場を頂きました。 

生徒達の「うれしそうな声」や企画展にご来場頂いた

方々の「思い」を励みに、今後も、教育委員会と連携を

密にし、児童・生徒にとって、より良い教育環境づくり

につながる学校再編に取り組んでまいる所存でありま

す。 

次に、学校給食の物価高騰対策についてであります。 

学校給食は、物価高騰の影響に伴い、使用する食材料

費や燃料費の価格が上昇し続けており、物価高騰に対す

る緊急対応として、保護者負担額を据え置くための、本

市独自の支援を続けております。 

令和７年度当初予算では、令和６年度と同基準の支援

額を計上しておりますが、学校給食で使用する多くの食

材、とりわけ米価は、令和６年４月に比較し、令和７年

４月時点で２倍以上に値上がりするなど、価格が高騰し

ている状況です。 

今後も学校給食の質や量、栄養バランスを維持し、児

童・生徒の健康増進及び食育の推進を図るとともに、安

定的に学校給食を提供する必要があることから、令和７
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年度一般会計補正予算（第１号）において、支援額を増

額するための経費を計上し、引き続き保護者負担額を据

え置く措置を継続してまいりたいと考えております。 

次に、中学校３年生の学校給食費無償化についてでご

ざいます。 

本市独自の取り組みといたしまして、令和７年９月か

ら新たに「本市在住の市立中学校３年生の学校給食費無

償化」を実施いたします。中学３年生を先行的に対象と

した理由と致しましては、中学校３年生は、進学や就職

を控えた重要な時期であり、その準備のための保護者の

経済的負担が増えることから、その支援を行うためであ

ります。 

財源につきましては、本市において従来から市単独事

業で行っております「保育料無償化政策」のうち、０歳

児から２歳児分につきましては、県事業として新たな支

援が行われる予定とされていることから、その県支出金

相当分を中学校３年生の学校給食無償化へ活用し、子育

て世帯の支援を図るべく、早速この度の令和７年度一般

会計補正予算（第１号）に所要額を計上させていただい
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ております。 

次に、４つ目の柱「健康でひとに優しい阿南」の創生

につきまして、はじめに「帯状疱疹予防接種事業」につ

いてであります。 

帯状疱疹は、神経痛や顔面が麻痺する合併症を引き起

こすことがあり、発疹が治まった後もこうした症状が長

い時には数年にわたり、日常生活に支障をきたすことも

あるといわれており、帯状疱疹ワクチンの接種は、帯状

疱疹やその合併症に対する予防効果が認められており

ます。 

予防接種の対象者は、今年度内に６５歳を迎える方及

び６０歳から６４歳の方のうちヒト免疫不全ウイルス

による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど

不可能な方を対象といたします。 

なお、令和７年度から令和１１年度までの経過措置と

して、各年度に７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０

歳、９５歳、１００歳になる方、また、令和７年度に限

り１００歳以上の方は全員対象となります。 

予防接種の対象となった方には、予診票のほか、ワク
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チンの効果及び副反応についての説明文等を同封した

個人通知を先月中に送付しており、市内約４０か所の医

療機関で接種可能となっております。 

定期接種での接種は対象となる年度限りとなります

ので、関係機関と連携を図りながら、周知に努め、希望

する方が接種機会を失うことのないよう鋭意取り組ん

でまいります。 

次に、がん患者医療用助成事業についてであります。 

今年度からの新たな事業である「がん患者医療用補正

具助成事業」は、がん治療による外見変化を補うための

医療用ウィッグと乳房補正具等の購入費用を助成する

ものであります。助成額は、購入費用の２分の１で、上

限額は２万円としており、本年４月以降に購入した補正

具が対象となります。 

徳島県がん診療連携推進病院である阿南医療センタ

ーほか、県内４か所のがん診療連携拠点病院等に助成事

業についてのチラシを配布していただく等、連携を図る

とともに、広報あなんやホームページで広く周知啓発を

図っているところであります。今後ともがん患者が、が
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んになっても自分らしく、いきいきとした社会生活を送

れるよう関係機関と連携し取り組んでまいります。 

次に、５つ目の柱「歴史・文化とスポーツでにぎわう

阿南」の創生につきまして、はじめに、第１３回少年野

球全国大会についてであります。 

野球のまち阿南推進協議会の主催により、７月２５日

から２８日までの４日間、ＪＡアグリあなんスタジアム

ほか３会場で「野球のまち阿南第１３回少年野球全国大

会」を開催いたします。 

今年も北は北海道から南は沖縄まで、全国各地から選

抜された全３２チーム総勢約７００名の選手たちが熱

戦を繰り広げます。 

次に、「スポーツ庁長官杯争奪第１６回アジアオープ

ンティーボール国際大会 in ＡＮＡＮ（ＪＡＰＡＮ）２

０２５」についてであります。 

アジアティーボール連盟と野球のまち阿南推進協議

会の主催により、８月１６日から１８日までの３日間、

ＪＡアグリあなん運動公園内の各会場において、アジア

諸国・地域の小学６年生以下のこどもたちを対象にした
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ティーボールの国際大会を昨年度に引き続いて本市で

開催いたします。 

今年は日本国内はもちろん、中国、韓国、台湾、モン

ゴル、ベトナム、タイなどから３２チームの参加が予定

されており、選手や保護者、関係者も含めると約１千人

が本市を訪れることとなります。 

本大会が、こどもたちの貴重な国際交流の機会となる

ことや本市の魅力発信、また観光振興にも繋がるなど、

多方面にわたり大きな効果をもたらすものと期待して

いるところでございます。 

本市といたしましても関係機関と連携し、大会の成功

に向けて万全の体制で取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

次に、６つ目の柱「地域の個性ときずなが輝く阿南」

の創生につきまして、はじめに「阿南市こども議会」の

開催についてでございます。 

本年度は、旧阿南市と那賀川町及び羽ノ浦町との合併

から２０年を迎えます。 

この合併により、阿南市は、人口規模の拡大と人口構
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成の改善を図ることができ、本市の産業力、地域経済力

と相まって、名実ともに徳島県第２位の都市、そして県

南地域の中核都市としての存在感を増す要因にもなっ

たと考えております。 

こうしたことから、新市２０年の歩みが確かなもので

あったことを再確認し、今まで以上に市民の皆さんと手

を携えて、夢と希望に満ちたまちづくりが進められるよ

う、合併２０周年記念事業として、本年８月２０日に、

本議場におきまして、市内中学校９校の代表生徒による

「阿南市こども議会」を開催することといたしました。 

こども議会は、児童や生徒を対象に地方自治体が行う

模擬議会で、本市では平成５年に始まり、今回で６回目

の開催となります。 

こども議員の皆さんには、模擬議会の体験を通じて、

議員の役割や市政について関心を持っていただくとと

もに、自分の住むまちの課題を知り、理想とするまちの

姿を思い描きながら、これからのまちづくりについて考

えていただくことで、本市の未来を担う、こどもたちの

主権者意識の高揚と郷土愛の醸成が図られるものと考
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えております。 

当日は、こども議員がまちづくりの主役として、阿南

市議会本会議さながら活発な議論が展開されることを

期待しているところであります。 

次に、地区ごとに住民の意見を直接反映できる「わが

まち予算」につきましては、住民自治の理念を具体化で

きるよう、先ずは令和７年度において、公民館単位の　

１４地区から２地区を選定し「わがまち予算」のモデル

事業を実施いたします。 

モデル事業は今年度１０月以降の事業実施を想定し

ており、夏頃に対象事業を選定いたしたいと考えており

ます。 

モデル事業を通じて、制度上の改善点などが把握でき

るものと考えており、事業の成果や地域の声を盛り込み

ながら本格運用を目指してまいります。 

併せて財源の確保についても、既存の補助金制度との

統合を視野に入れながら、これまでの地域の取組を尊重

できる制度設計となるよう、適切な見直しを行ってまい

りたいと考えております。 
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今後とも、地域の皆様が主体的にまちづくりに取り組

む体制整備や、地域が抱える課題解決の一助となるよう、

「わがまち予算」事業を創設推進してまいります。 

次に、阿南市版ふるさと納税の推進についてでありま

す。 

昨年度の「阿南市版ふるさと納税」の受入額は約８億

６千８百万円で、前年度から約３億４百万円余り増加し、

過去最高額を更新しました。また、受入件数も右肩上が

りに増加しており、昨年度は５万１千６５６件と、初め

て５万件を突破いたしました。 

こうした実績は、ふるさと納税制度の全国的な認知度

の高まりや物価高騰などにより返礼品として日用品を

選ぶ方が増加傾向にあることを背景とし、本市のふるさ

と納税ポータルサイトにおける効果的なＰＲ活動や寄

附金の活用状況の積極的な公表、また経費削減の工夫な

どにより、本市に対する全国の制度利用者の満足度を高

めることができた成果の表れであると分析しておりま

す。 

全国の皆様からいただいた貴重な浄財は、それぞれの
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ご意向に沿いながら、人口減少及び地域経済縮小の抑制

に資する事業などに有効活用してまいりたいと考えて

おります。 

阿南市政を応援してくださった皆様に、改めてお礼を

申し上げるとともに、返礼品の提供にご支援、ご協力を

いただきました関係事業者の皆様に、心から感謝を申し

上げます。 

本市にとりまして、ふるさと納税事業は、行政サービ

スの原資となって市民の皆様へ、また、返礼品提供事業

者の皆様を通じて地域経済へ還元する重要な役割を担

っており、その役割をしっかりと果たすことで、本市の

魅力を全国に発信し、関係人口の創出と更なる拡大につ

なげてまいります。 

 

続きまして、今議会に提出させていただきました議案

等につきまして、ご説明を申し上げます。 

今回提出させていただきました案件は、専決処分の承

認案３件、条例案６件、補正予算案３件の計１２件、及

び報告７件であります。 
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専決処分の承認案につきましては、承認第１号及び第

２号が条例の一部を改正する条例に係る専決処分、承認

第３号は令和６年度一般会計補正予算に係る専決処分

であります。 

その主なものについて、ご説明いたします。 

「承認第１号　阿南市税条例の一部を改正する条例

に係る専決処分の承認について」は、地方税法及び地方

税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律等

が公布されたことに伴い、条例の関係部分を令和７年４

月１日に専決処分により改正し、公布いたしましたので、

地方自治法の規定により議会に報告し、承認をいただく

ものであります。 

次に、条例案につきましては、第１号議案が条例の制

定、第２号議案から第５号議案は条例の一部改正、第６

号議案は条例の廃止についてであります。 

その主なものにつきましては、「第１号議案　阿南市

空家等対策の推進に関する条例の制定について」は、適

切な管理が行われていない空家等の倒壊等による市民

の生命、身体又は財産に対する危害を防ぐため、緊急的
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な措置を講ずること等により、市民の良好な生活環境の

保全を図るとともに、本市の空家等対策の更なる推進に

資するため、新たに条例を制定しようとするものであり

ます。 

次に、令和７年度補正予算に係る議案といたしまして

は、第７号議案は一般会計の補正予算、第８号議案は学

校給食事業特別会計の補正予算、第９号議案は後期高齢

者医療特別会計の補正予算であり、事務事業を執行する

にあたり、必要額の補正を行うものであります。 

その主なものにつきましては、「第７号議案　令和７

年度阿南市一般会計補正予算（第１号）について」は、

国の「定額減税不足額給付金事業」をはじめ、本市在住

の市立中学校３年生の給食費について、本年９月からの

無償化と食材等の物価高騰に対する保護者負担の抑制

を図るための学校給食事業特別会計への繰出金の計上、

また、「阿南インターチェンジ周辺まちづくり検討業務」

や、交通空白解消緊急対策事業を活用した「地域公共交

通再編計画作成等支援業務」に加え、本年 1 月に埼玉県

八潮市で発生した下水道管の老朽化による道路陥没事
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故を受け、国土交通省から要請のあった「下水道管路特

別重点調査」の実施のほか、一般財団法人自治総合セン

ターのコミュニティ助成事業の交付決定に係る事業補

助などを実施するにあたり、必要額の補正を行うもので

あります。 

最後に、報告第１号から報告第７号の専決処分の報告

につきましては、報告第１号及び報告第２号は、交通事

故及び道路事故に関するもので、それぞれ損害賠償の額

の決定及び和解に係る専決処分をいたしましたので、地

方自治法の規定により、議会に報告するものであります。 

また、報告第３号から報告第７号の一般会計等の各会

計予算の繰越計算書の報告につきましては、地方自治法

施行令及び地方公営企業法の規定により、議会に報告す

るものであります。 

なお、任期満了などに伴う教育委員会の教育長及び委

員の任命、並びに公平委員会委員の選任並びに固定資産

評価員の選任につきましては、閉会日に追加提案をさせ

ていただくことにしておりますので、ご了承を賜りたい

と存じます。 
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以上提案いたしました議案等の概要について、ご説明

申し上げましたが、さらに説明を要する点も多いかと存

じますので、今後のご審議を通じまして、ご説明並びに

ご質問にお答え申し上げたいと存じます。 

何とぞ十分なご審議を賜り、原案どおりご承認賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明にかえる

次第でございます。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 


